
添付文書改訂‘劇症肝炎’
肝機能検査が必要です

抗生物質A



処方オーダリングシステムではチェックでき処方オーダリングシステムではチェックでき
ないない「「患者持参薬患者持参薬」と「入院後の処方薬」」と「入院後の処方薬」の相の相
互作用を互作用を、、病棟薬剤師病棟薬剤師への周知徹底と、への周知徹底と、持参持参
薬点検業務を通じて薬点検業務を通じて回避回避できた事例。できた事例。

【【事例事例６６の概要の概要】】



肺動脈性肺高血圧症に適応を有する肺動脈性肺高血圧症に適応を有する新規新規

採用薬Ａ採用薬Ａとと、、経口血糖降下薬Ｂ経口血糖降下薬Ｂを併用するを併用する
とと肝肝機能検査値機能検査値上昇の発現率が上昇の発現率が22倍倍に増加に増加

するため、添付文書ではするため、添付文書では併用禁忌併用禁忌とと記載され記載され
ている。ている。

【【安全性情報の概要安全性情報の概要】】



２月１６日２月１６日

・・ 薬事委員会にて薬事委員会にて肺動脈性肺高血圧症治療薬肺動脈性肺高血圧症治療薬ＡＡ
の採用を決定。の採用を決定。

・・ 肺動脈性肺高血圧症治療薬肺動脈性肺高血圧症治療薬Ａに対するＡに対する併用禁忌併用禁忌
薬剤に該当する薬剤に該当する経口血糖降下薬Ｂ経口血糖降下薬Ｂを処方オーダリを処方オーダリ
ングシステム上で併用不可の措置ングシステム上で併用不可の措置として登録として登録。。

・・ 毎朝行っている薬剤部全員ミーティングにおいて、毎朝行っている薬剤部全員ミーティングにおいて、
医薬品情報室勤務の薬剤師より、医薬品情報室勤務の薬剤師より、両薬剤が併用禁両薬剤が併用禁
忌であり忌であり処方オーダリングシステム処方オーダリングシステムでチェックできなでチェックできな
いいためため病棟薬剤師による病棟薬剤師による持参薬チェック持参薬チェック時の確認時の確認
がが重要重要なことを周知徹底なことを周知徹底。。

【【事例事例６６の経過の経過--11】】



５月３１日５月３１日

・・ 病棟薬剤師病棟薬剤師は、受け持ち患者で持参薬としては、受け持ち患者で持参薬として当該経当該経
口血糖降下薬Ｂ口血糖降下薬Ｂを服用中であることを把握。を服用中であることを把握。肺動脈性肺肺動脈性肺
高血圧症治療薬高血圧症治療薬ＡＡが初めて処方されたことを患者説明のが初めて処方されたことを患者説明の
準備中に気づき、準備中に気づき、併用禁忌の組み合わせであることを併用禁忌の組み合わせであることを
処方医に連絡。処方医に連絡。

・・ 主治医主治医は、持参薬であるは、持参薬である経口血糖降下薬Ｂの一時中止経口血糖降下薬Ｂの一時中止
を指示。を指示。

【【事例事例６６の経過の経過--22】】



院内の医薬品安全性情報業務院内の医薬品安全性情報業務

安全性情報の安全性情報の収集収集

安全性情報の整理・保管安全性情報の整理・保管

安全性情報の安全性情報の評価・解析評価・解析

安全性情報への安全性情報への対応対応

((具体的な措置の実施具体的な措置の実施))


